
平
成
十
八
年
十
一
月
十
日
受
領

答

弁

第

一

三

五

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
三
五
号

平
成
十
八
年
十
一
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
在
勤
手
当
に
つ
い
て
の
有
識
者
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
在
勤
手
当
に
つ
い
て
の
有
識
者
の
見
解
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
論
評
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
が
御
指
摘
の
こ
と
を
行
っ
た
事
実
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
在
勤
手
当
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
づ
い
て
、
在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要

な
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
適
正
な
額
が
支
給
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識

し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
の
子
女
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
厳
正
な
選
考
を
行
っ

一



て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
、
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
把
握
し
て
い
る
範
囲
で
は
、
平
成
九
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
の
九
年
間
に
実
施
さ
れ
た

外
務
公
務
員
採
用
�
種
試
験
、
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試
験
、
外
務
省
専
門
職
員
採
用
試
験
及
び
国
家
公
務
員
採
用
�
種
試

験
に
よ
り
外
務
省
に
採
用
さ
れ
た
職
員
計
千
七
十
名
の
う
ち
同
省
職
員
の
子
女
は
計
十
三
名
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
約
一
パ

ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

二


